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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）ベルベリン、（ｂ）塩化ナトリウム、（ｃ）ローズマリー抽出物、セージ抽出物
、オウゴン抽出物、ニンジン抽出物、シャクヤク抽出物、スイカズラ抽出物、シラカバ抽
出物から選ばれる１種以上の植物抽出物、（ｄ）ノニオン界面活性剤を含有し、かつ（ｂ
）成分／（ｄ）成分の質量比が１．５～２０であることを特徴とする歯磨剤組成物。
【請求項２】
　（ｄ）ノニオン界面活性剤が、エチレンオキサイドの平均付加モル数が５～４０のポリ
オキシエチレン硬化ヒマシ油、エチレンオキサイドの平均付加モル数が２～２０でアルキ
ル基の炭素数が１２～２２であるポリオキシエチレンアルキルエーテルから選ばれるもの
であることを特徴とする請求項１記載の歯磨剤組成物。
【請求項３】
　更に、（ｅ）ラウリル硫酸塩を含有し、かつ（ｄ）成分／（ｅ）成分の質量比が０．２
５～２．５であることを特徴とする請求項１又は２記載の歯磨剤組成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベルベリンの保存安定性に優れ、かつ収斂効果が向上し、しかも、塩味及び
刺激が緩和され異味がなく使用感が良好で、使用時の泡保持性及び泡立ちが良く使用性に
優れた、ベルベリンを含有する歯磨剤組成物に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、歯周病疾患予防効果を向上させるため、口腔用組成物に有効成分としてベルベリ
ンを含有するオウバク等のミカン科植物抽出物やオウレン等のキンポウゲ科植物抽出物を
配合することが知られている（特許文献１～１０）。また、これらベルベリン含有植物抽
出物は、ベルベリンに基づく苦味があり、口腔用組成物の使用感や味が悪くなるという課
題があったが、ノニオン界面活性剤の配合（特許文献１１）や重曹配合（特許文献１２）
により使用感が改善されることが明らかとなっている。
【０００３】
　また、ベルベリンは歯磨剤組成物に配合すると保存安定性に劣るという問題があった。
ベルベリンの保存安定性を維持するための手段としては、香料組成物中に配合される、ベ
ルベリンを阻害するアルデヒド香料を実質的に含有させない方法（特許文献１２）や、改
質ミント油を配合する方法（特許文献１３）、直鎖状ポリリン酸塩を配合する方法（特許
文献１４）、炭酸カルシウム含有のベルベリン安定化にはポリオキシエチレン硬化ヒマシ
油が有効なこと（特許文献１５）が提案されている。
【０００４】
　しかし、上記ベルベリンを含有するオウバクやオウレンは、収斂性抗炎症剤ではあるも
のの、単体のみにおいては十分な収斂効果の機能を満足に発揮させ難く、上記技術などで
保存安定性を改善しても、収斂効果を満足に発揮させることは困難であった。
【０００５】
　歯頚部を引き締める他の手段としては、塩化ナトリウム、ポリフェノールやタンニン等
を含む植物抽出物を歯磨製品に配合することが有効な手段である。しかしながら、上記し
た塩化ナトリウムや植物抽出物を配合した場合、塩味や刺激の発現、また、歯磨剤を使用
中の泡保持性や泡立ちの使用性に課題があった。
【０００６】
　なお、塩化ナトリウム含有歯磨剤の泡立ちを改善する技術として、アルキル硫酸ナトリ
ウムとノニオン界面活性剤を組み合わせること（特許文献１６）、アルキル硫酸ナトリウ
ムとＮ－アシルグルタミン酸塩及びＨＬＢ１４以上のノニオン界面活性剤を組み合わせる
こと（特許文献１７）は提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開昭５７－５６４１５号公報
【特許文献２】特開昭５７－８５３１９号公報
【特許文献３】特開昭５８－３９６１５号公報
【特許文献４】特開昭５８－５７３２０号公報
【特許文献５】特開昭６１－３６２１５号公報
【特許文献６】特開昭６２－２０５１０６号公報
【特許文献７】特開昭６３－２６４５２９号公報
【特許文献８】特開２００１－９７８３５号公報
【特許文献９】特開２００１－９７８３７号公報
【特許文献１０】特開２００２－９７６９３７号公報
【特許文献１１】特開昭６２－１５５２０９号公報
【特許文献１２】特開昭６３－６３６０８号公報
【特許文献１３】特開２０００－７２６１７号公報
【特許文献１４】特開２００５－１８７３２９号公報
【特許文献１５】特開平０８－１７５９４１号公報
【特許文献１６】特開昭５７－１０６６０６号公報
【特許文献１７】特開平１０－２９１９２１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、ベルベリンの保存安定性と収斂効果の向上とを両立させることは従来技
術では困難であった。従って、ベルベリンを含有する歯磨剤組成物において、ベルベリン
を経時で安定に配合し、かつ十分な収斂効果を発揮させ、しかも、使用感、及び使用時の
泡保持性や泡立ちといった使用性も良好にすることができる新たな技術が望まれる。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、ベルベリンの保存安定性に優れ、収斂効果
が向上し、異味等がなく良好な使用感であり、しかも、使用時の泡保持性及び泡立ちに優
れた、ベルベリンを含有する歯磨剤組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意研究を重ねた結果、（ａ）ベルベリン、（
ｂ）塩化ナトリウム、（ｃ）ローズマリー抽出物、セージ抽出物、オウゴン抽出物、ニン
ジン抽出物、シャクヤク抽出物、スイカズラ抽出物、シラカバ抽出物から選ばれる１種以
上の植物抽出物、（ｄ）ノニオン界面活性剤を配合し、かつ（ｂ）成分／（ｄ）成分の質
量比を１．５～２０とすることにより、ベルベリンの安定性に優れ、収斂効果が向上し、
塩味や異味、刺激がほとんどなく、かつ使用時の泡保持性及び泡立ちが良く使用性に優れ
た歯磨剤組成物が得られることを知見した。
【００１１】
　即ち、本発明によれば、ベルベリンを含有する歯磨剤組成物に、塩化ナトリウムとノニ
オン界面活性剤とを適切な配合比率で併用して配合し、かつ特定の植物抽出物を配合する
と、意外にもベルベリンの保存安定性が改善すると共に、ベルベリンと塩化ナトリウムと
に由来する収斂効果が有効に発揮されて収斂効果が向上し、十分な収斂効果が発揮される
上、配合成分由来の塩味や異味がほとんどなく、しかも、刺激が緩和されて良好な使用感
となり、かつ使用時の泡保持性及び泡立ちも良好で使用性にも優れたものとすることがで
きる。
【００１２】
　更に本発明では、（ｄ）成分のノニオン界面活性剤が、エチレンオキサイドの平均付加
モル数が５～４０のポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エチレンオキサイドの平均付加モ
ル数が２～２０で、アルキル基の炭素数が１２～２２であるポリオキシエチレンアルキル
エーテルから選ばれるものであることが好ましく、これにより口腔内での泡保持性をより
向上させることができる。
【００１３】
　また更に、本発明では、上記（ａ）～（ｄ）成分に加えて、更に（ｅ）ラウリル硫酸塩
を配合し、（ｄ）成分／（ｅ）成分の質量比を０．２５～２．５とすることが望ましく、
これにより泡立ちをより改善できる。
【００１４】
　従って、本発明は下記の歯磨剤組成物を提供する。
請求項１：
　（ａ）ベルベリン、（ｂ）塩化ナトリウム、（ｃ）ローズマリー抽出物、セージ抽出物
、オウゴン抽出物、ニンジン抽出物、シャクヤク抽出物、スイカズラ抽出物、シラカバ抽
出物から選ばれる１種以上の植物抽出物、（ｄ）ノニオン界面活性剤を含有し、かつ（ｂ
）成分／（ｄ）成分の質量比が１．５～２０であることを特徴とする歯磨剤組成物。
請求項２：
　（ｄ）ノニオン界面活性剤が、エチレンオキサイドの平均付加モル数が５～４０のポリ
オキシエチレン硬化ヒマシ油、エチレンオキサイドの平均付加モル数が２～２０でアルキ
ル基の炭素数が１２～２２であるポリオキシエチレンアルキルエーテルから選ばれるもの
であることを特徴とする請求項１記載の歯磨剤組成物。
請求項３：
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　更に、（ｅ）ラウリル硫酸塩を含有し、かつ（ｄ）成分／（ｅ）成分の質量比が０．２
５～２．５であることを特徴とする請求項１又は２記載の歯磨剤組成物。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ベルベリンの安定性に優れ、かつその収斂効果が向上する上、塩味や
異味がほとんどなく、刺激がほとんどない良好な使用感で、使用時の泡保持性及び泡立ち
の使用性にも優れた歯磨剤組成物を得ることができ、歯周疾患の予防又は改善用として有
効である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の歯磨剤組成物は、練歯磨、液体歯磨、液状歯磨、潤製歯磨等の歯磨剤として、
特に練歯磨として調製されるもので、（ａ）ベルベリン、（ｂ）塩化ナトリウム、（ｃ）
ローズマリー抽出物、セージ抽出物、オウゴン抽出物、ニンジン抽出物、シャクヤク抽出
物、スイカズラ抽出物、シラカバ抽出物から選ばれる１種以上の植物抽出物、（ｄ）ノニ
オン界面活性剤とを必須に含有する。
【００１７】
　（ａ）成分のベルベリンは、ベルベリンを含む植物の溶媒抽出物、特にオウバク等のミ
カン科植物やオウレン等のキンポウゲ科植物の溶媒抽出物として配合することができる。
なお、これら植物抽出物としては公知のものを使用することができる。また、これらの植
物抽出物はその１種を単独で使用してもよく、２種以上を併用しても良い。
　上記ベルベリンは、市販品を用いることができ、例えばオウバクエキス（粉末状）（小
城製薬（株））を使用することができる。
【００１８】
　ベルベリンの配合量は、固形分換算で組成物全体に対して０．０００５～０．０５％（
質量％、以下同様。）が好ましく、抗炎症性の点から、より好ましくは０．００１～０．
０５％である。０．０００５％未満では十分な収斂効果が発揮されない場合があり、０．
０５％を超えると異味が発現する場合がある。
【００１９】
　（ｂ）塩化ナトリウムは、市販品を用いることができ、例えば塩化ナトリウム（（株）
日本海水）を使用することができる。
　塩化ナトリウムの配合量は、組成物全体に対して２～１０％が好ましく、収斂効果並び
に味の点から、好ましくは３～７％である。２％未満では十分な収斂効果が発揮されない
場合があり、１０％を超えると塩味が発現する場合や、また口腔粘膜に対して刺激を生じ
る場合がある。
【００２０】
　（ｃ）成分は、ローズマリー抽出物、セージ抽出物、オウゴン抽出物、ニンジン抽出物
、シャクヤク抽出物、スイカズラ抽出物、シラカバ抽出物から選ばれる植物抽出物であり
、これらの１種を単独で又は２種以上を併用して用いることができる。
【００２１】
　ローズマリー抽出物は、マンネンロウの葉、又は葉及び花から水、エタノール、プロピ
レングリコール、１，３－ブチレングリコール又はこれらの混液、１％尿素含有エタノー
ル溶液、又は１％尿素含有１，３－ブチレングリコール溶液にて抽出して得られたエキス
や、マンネロウの新鮮な葉、枝、花などから水蒸気蒸留して得た精油を用いることができ
る。
　ローズマリー抽出物は、市販品を用いることができ、例えばローズマリーエキス（ロー
ズマリー抽出液－Ｊ、丸善製薬（株））などを使用することができる。
【００２２】
　セージ抽出物は、セージの花、葉又は全草から、水、エタノール、プロピレングリコー
ル、１，３－ブチレングリコールや、これらの混液、あるいは１％尿素含有エタノール溶
液又は１％尿素含有１，３－ブチレングリコール溶液にて抽出して得られたエキスや、セ
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ージの葉から水蒸気蒸留して得た精油を用いることができる。また、セージはサルビアに
近縁であり、セージ抽出物としては、シソ科サルビアの葉より、水、エタノール又はヘキ
サンで抽出して得られたものを用いることもできる。
　セージ抽出物は、市販品を用いることができ、例えばセージエキス（サルビア抽出液、
丸善製薬（株））などを使用することができる。
【００２３】
　オウゴン抽出物は、中国北部～東シベリア、朝鮮半島で栽植される多年生草本のコガネ
バナの周皮を除いた根から水、エタノール、無水エタノール、１，３－ブチレングリコー
ル、又はこれらの混液で抽出して得られたものを用いることができる。
　オウゴン抽出物は、市販品を用いることができ、例えばオウゴンエキス（オウゴン抽出
液－Ｊ、丸善製薬（株））などを使用することができる。
【００２４】
　ニンジン抽出物は、オタネニンジンの根又は根を蒸して乾燥したものからエタノール、
プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、又はこれらの混液、あるいは無水
エタノールにて抽出して得られたものを用いることができる。
　ニンジン抽出物は、市販品を用いることができ、例えばニンジンエキス（ニンジン抽出
液、丸善製薬（株））などを使用することができる。
【００２５】
　シャクヤク抽出物は、シャクヤク又はその他近縁植物の根から、水、エタノール、１，
３－ブチレングリコール、又はこれらの混液にて抽出して得られたものを用いることがで
きる。
　シャクヤク抽出物は、市販品を用いることができ、例えばシャクヤク抽出液（丸善製薬
（株））などを使用することができる。
【００２６】
　スイカズラ抽出物は、スイカズラ又はその他同属植物（Ｃａｐｒｉｆｏｌｉａｃｅａｅ
）の花、葉又は茎から水、エタノール、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコ
ール、又はこれらの混液から抽出して得られたものを用いることができる。
　スイカズラ抽出物は、市販品を用いることができ、例えばファルコレックス　スイカズ
ラ　ＳＥ（一丸ファルコス（株））、キンギンカ抽出液－Ｊ（丸善製薬（株））などを使
用することができる。
【００２７】
　シラカバ抽出物は、ヨーロッパシラカバ又はその他同属植物（Ｂｅｔｕｌａｃｅａｅ）
の葉、樹皮又は木部から水、エタノール、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリ
コール、又はこれらの混液から抽出して得られたものを用いることができる。
　シラカバ抽出物は、市販品を用いることができ、例えばシラカバ抽出液（丸善製薬（株
））などを使用することができる。
【００２８】
　（ｃ）成分の植物抽出物の配合量は、組成物中にエキス分換算で０．００００５～０．
０２％、特に０．０００１～０．０１％が好適である。０．００００５％未満では収斂効
果を損なう場合があり、０．０２％を超えると異味が発現する場合があり、また口腔粘膜
に対して刺激を生じる場合がある。
【００２９】
　（ｄ）成分のノニオン界面活性剤としては、例えばポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、
ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ラウリン酸デカグリセリル、ラウリルグルコシド
、ショ糖パルミチン酸モノエステル等が挙げられ、これらの１種又は２種以上が用いられ
るが、中でも、泡保持性の点で、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレン
アルキルエーテル、ラウリン酸デカグリセリルが好ましい。とりわけエチレンオキサイド
の平均付加モル数が５～４０、特に５～３０のポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エチレ
ンオキサイドの平均付加モル数が２～２０で、アルキル基の炭素数が１２～２２であるポ
リオキシエチレンアルキルエーテルが、口腔内での泡保持性をより良好に改善できるため
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最も好適である。
【００３０】
　ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油のエチレンオキサイドの平均付加モル数が５未満では
、刺激緩和効果が満足に発揮されない場合があり、４０を超えると使用中の味が悪化する
場合がある。
【００３１】
　ポリオキシエチレンアルキルエーテルのエチレンオキサイドの平均付加モル数が２未満
では刺激緩和効果が満足に発揮されない場合があり、２０を超えると使用中の味に劣る場
合がある。また、ポリオキシエチレンアルキルエーテルのアルキル基の炭素数は１２～２
２であることが、刺激緩和効果や味の点から望ましい。
【００３２】
　（ｄ）成分の配合量は、組成物全体の０．３～３％、特に０．５～２％が好適である。
配合量が０．３％未満では塩味緩和効果が発揮されなかったり、口腔粘膜に対して刺激が
生じる場合があり、３％を超えると収斂効果が損なわれる場合がある。
【００３３】
　（ｂ）成分の塩化ナトリウムと（ｄ）成分のノニオン界面活性剤との配合割合（（ｂ）
／（ｄ））は、質量比で１．５～２０であり、特に２～８であることが好ましい。１．５
未満ではベルベリンの安定性に劣ると共に収斂効果が損なわれ、２０を超えると塩味緩和
効果が発揮されず、口腔粘膜に対して刺激が生じてしまう。
【００３４】
　更に、本発明の組成物には、（ｅ）ラウリル硫酸塩を配合することが好ましく、これに
より使用中により優れた泡立ちが得られる。
　ラウリル硫酸塩は、高級脂肪酸より合成された平均アルキル鎖長が１２であるアニオン
界面活性剤である。具体的には、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸カリウム等のラ
ウリル硫酸アルカリ金属塩、ラウリル硫酸アンモニウムなどが挙げられるが、歯磨剤組成
物への配合のし易さから、特にラウリル硫酸ナトリウムが好ましい。ラウリル硫酸ナトリ
ウムは、例えば東邦化学工業（株）製のものなどを使用できる。
【００３５】
　ラウリル硫酸塩の配合量は特に限定されないが、組成物全体の０．８～２％、特に１～
１．５％が好ましく、０．８％未満ではより優れた泡が得られない場合があり、２％を超
えると口腔粘膜に対して刺激が生じる場合がある。
【００３６】
　また、（ｅ）成分のラウリル硫酸塩を配合する場合は、（ｄ）成分／（ｅ）成分の質量
比が０．２５～２．５、特に１．０～２．０であることが望ましい。配合比が０．２５未
満では塩味緩和効果が発揮されず、口腔粘膜に対して刺激が生じる場合があり、２．５を
超えると収斂効果が損なわれたり、使用中の泡立ちをより優れたものに改善できない場合
がある。
【００３７】
　本発明の歯磨剤組成物は、剤型等に応じて、上記必須成分に加えて他の公知の添加剤を
本発明の効果を妨げない範囲で配合できる。例えば、研磨剤、粘稠剤、粘結剤、（ｄ）成
分や（ｅ）成分以外の界面活性剤、及び必要に応じて甘味剤、防腐剤、（ａ），（ｂ）及
び（ｃ）成分以外の有効成分、着色剤（色素）、香料等を配合でき、これら成分と水とを
混合して通常の方法で製造できる。
【００３８】
　研磨剤としては、無水ケイ酸、シリカゲル、アルミノシリケート、ジルコノシリケート
、第２リン酸カルシウム２水和物、第２リン酸カルシウム無水和物、ピロリン酸カルシウ
ム、水酸化アルミニウム、アルミナ、二酸化チタン、結晶性ジルコニウムシリケート、ポ
リメチルメタアクリレート、不溶性メタリン酸カルシウム、軽質炭酸カルシウム、重質炭
酸カルシウム、炭酸マグネシウム、第３リン酸マグネシウム、ゼオライト、ケイ酸ジルコ
ニウム、ハイドロキシアパタイト、フルオロアパタイト、カルシウム欠損アパタイト、第
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３リン酸カルシウム、第４リン酸カルシウム、第８リン酸カルシウム、合成樹脂系研磨剤
などが挙げられる（通常配合量２～５０％、特に１０～４０％）。
【００３９】
　粘稠剤としては、グリセリン、ソルビット、プロピレングリコール、平均分子量２００
～６０００のポリエチレングリコール、エチレングリコール、還元でんぷん糖化物等の糖
アルコール、多価アルコール等の１種又は２種以上が使用できる（通常配合量５～５０％
）。
【００４０】
　粘結剤としては、ポリアクリル酸ナトリウム、キサンタンガム、アルギン酸ナトリウム
、アルギン酸プロピレングリコールエステル、カルボキシメチルセルロースナトリウム、
ヒドロキシエチルセルロース、カーボポール、グアガム、ゼラチン、アビセル等の有機粘
結剤、モンモリロナイト、カオリン、ベントナイト等の無機粘結剤等が挙げられる（通常
配合量０～５％、特に０．１～３％）。
【００４１】
　界面活性剤としては、上記（ｄ）成分のノニオン界面活性剤、更には（ｅ）成分のラウ
リル硫酸塩に加え、その他の界面活性剤を配合してもよく、具体的には、両性界面活性剤
として、例えばＮ－アシルグルタメート、２－アルキル－Ｎ－カルボキシメチル－Ｎ－ヒ
ドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン等が挙げられる（通常配合量０．１～３％、特
に０．５～２％）。
【００４２】
　甘味剤としては、サッカリンナトリウム、アスパラテーム、ステビオサイド、ステビア
エキス、パラメトキシシンナミックアルデヒド、ネオヘスペリジルジヒドロカルコン、ぺ
リラルチン等、防腐剤としては、ブチルパラベン、エチルパラベン等のパラベン（パラオ
キシ安息香酸エステル）、安息香酸ナトリウム等が挙げられる。
【００４３】
　各種有効成分としては、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化第１錫、フッ化ス
トロンチウム、モノフルオロリン酸ナトリウム等のフッ化物、正リン酸のカリウム塩、ナ
トリウム塩等の水溶性リン酸化合物、トラネキサム酸、イプシロン－アミノカプロン酸、
アラントインクロルヒドロキシアルミニウム、アスコルビン酸、酢酸ｄｌ－トコフェロー
ル、ジヒドロコレステロール、α－ビサボロール、クロルヘキシジン塩類、アズレン、グ
リチルレチン、グリチルレチン酸、銅クロロフィリンナトリウム、クロロフィル、グリセ
ロホスフェートなどのキレート性リン酸化合物、グルコン酸銅等の銅化合物、乳酸アルミ
ニウム、塩化ストロンチウム、硝酸カリウム、ヒドロキサム酸及びその誘導体、トリポリ
リン酸ナトリウム、ゼオライト、メトキシエチレン、エピジヒドロコレステリン、塩化ベ
ンゼトニウム、ジヒドロコレステロール、トリクロロカルバニリド、クエン酸亜鉛、カミ
ツレ、チョウジ、ベニバナ等の抽出物などが挙げられる。なお、これら有効成分の配合量
は、本発明の効果を妨げない範囲で有効量とすることができる。
【００４４】
　香料は、ペパーミント油、スペアミント油、アニス油、ユーカリ油、ウィンターグリー
ン油、カシア油、クローブ油、タイム油、レモン油、オレンジ油、ハッカ油、カルダモン
油、コリアンダー油、マンダリン油、ライム油、ラベンダー油、ローレル油、カモミル油
、キャラウェイ油、マジョラム油、ベイ油、レモングラス油、オリガナム油、パインニー
ドル油、ネロリ油、ローズ油、ジャスミン油、イリスコンクリート、アブソリュートペパ
ーミント、アブソリュートローズ、オレンジフラワー等の天然香料、及び、これら天然香
料の加工処理（前溜部カット、後溜部カット、分留、液液抽出、エッセンス化、粉末香料
化等）した香料、及び、メントール、カルボン、アネトール、シネオール、サリチル酸メ
チル、シンナミックアルデヒド、オイゲノール、３－ｌ－メントキシプロパン－１，２－
ジオール、チモール、リナロール、リナリールアセテート、リモネン、メントン、メンチ
ルアセテート、Ｎ－置換－パラメンタン－３－カルボキサミド、ピネン、オクチルアルデ
ヒド、シトラール、プレゴン、カルビールアセテート、アニスアルデヒド、エチルアセテ
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ート、エチルブチレート、アリルシクロヘキサンプロピオネート、メチルアンスラニレー
ト、エチルメチルフェニルグリシデート、バニリン、ウンデカラクトン、ヘキサナール、
プロピルアルコール、ブタノール、イソアミルアルコール、ヘキセノール、ジメチルサル
ファイド、シクロテン、フルフラール、トリメチルピラジン、エチルラクテート、メチル
ラクテート、エチルチオアセテート等の単品香料、更に、ストロベリーフレーバー、アッ
プルフレーバー、バナナフレーバー、パイナップルフレーバー、グレープフレーバー、マ
ンゴーフレーバー、バターフレーバー、ミルクフレーバー、フルーツミックスフレーバー
、トロピカルフルーツフレーバー等の調合香料等、歯磨剤組成物に用いられる公知の香料
素材を使用することができる。
【００４５】
　香料の配合量も特に限定されないが、上記の香料素材は、製剤組成中に０．０００００
１～１％使用するのが好ましい。また、上記香料素材を使用した賦香用香料は、製剤組成
中に０．１～２．０％使用するのが好ましい。
【００４６】
　着色剤としては青色１号、黄色４号、緑色３号等が例示される。
【００４７】
　本発明の歯磨剤組成物を収容する容器の材質は特に制限されず、通常、歯磨剤組成物に
使用される容器を使用できる。具体的には、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレ
ンテレフタレート、ナイロン等のプラスチック容器等が使用できる。
【実施例】
【００４８】
　以下、実施例及び比較例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に
制限されるものではない。なお、以下の例において配合量はいずれも質量％である。
【００４９】
〔実施例、比較例〕
　表１～７に示す組成の歯磨剤組成物を下記方法で調製し、下記評価を行った。結果を表
１～７に示す。
【００５０】
（１）試験歯磨剤組成物の調製
　表１～７に示す組成の歯磨剤組成物を下記方法で調製し、最内層が直鎖状低密度ポリエ
チレンからなる直径２６ｍｍ、口径８ｍｍのラミネートチューブ（低密度ポリエチレン７
２μｍ／エチレン・アクリル酸共重合体樹脂９０μｍ／アルミニウム１０μｍ／エチレン
・アクリル酸共重合体樹脂３５μｍ／直鎖状低密度ポリエチレン５０μｍ，厚み２５７μ
ｍ（大日本印刷社（株）製））に５０ｇ充填した。
【００５１】
歯磨剤組成物の製造法；
（ｉ）精製水中に水溶成分（粘結剤、プロピレングリコールを除く）を常温で混合溶解さ
せたＡ相を調製した。
（ｉｉ）プロピレングリコール中に粘結剤を常温で分散させたＢ相を調製した。
（ｉｉｉ）攪拌中のＡ相の中にＢ相を添加混合し、Ｃ相を調製した。
（ｉｖ）Ｃ相中に、香料、研磨剤等の水溶性成分以外の成分を１．５Ｌニーダー（石山工
作所製）を用いて常温で混合し、減圧（５．３ｋＰａ）による脱泡を行い歯磨剤組成物１
．２ｋｇを得た。
【００５２】
　なお、歯磨剤組成物の調製には、オウバクエキス（小城製薬（株））、オウレンエキス
（小城製薬（株））、塩化ナトリウム（（株）日本海水）、ローズマリー抽出物（商品名
：ローズマリー抽出液－Ｊ（ローズマリー葉エキス０．９６％、エタノール４９．５２％
、水４９．５２％）、丸善製薬（株））、セージ抽出物（商品名：サルビア抽出液（セー
ジ葉エキス１％、エタノール４９．５％、水４９．５％）、丸善製薬（株））、オウゴン
抽出物（商品名：オウゴン抽出液－Ｊ、（オウゴンエキス２％、エタノール４９％、水４
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９％）、丸善製薬（株））、ニンジン抽出物（商品名：ニンジン抽出液（オタネニンジン
根エキス２．５％、エタノール４８．７５％、水４８．７５％）、丸善製薬（株））、シ
ャクヤク抽出物（商品名：シャクヤク抽出液－Ｊ（シャクヤク根エキス３．５％、エタノ
ール４８．２５％、水４８．２５％）、丸善製薬（株））、スイカズラ抽出物（商品名：
キンギンカ抽出液－Ｊ（スイカズラ花エキス３．５％、エタノール４８．２５％、水４８
．２５％）、丸善製薬（株））、シラカバ抽出物（商品名：シラカバ抽出液（シラカバ樹
皮エキス０．８％、エタノール４９．６％、水４９．６％）、丸善製薬（株））、ポリオ
キシエチレン（２０）硬化ヒマシ油（日本ケミカルズ（株））、ポリオキシエチレン（１
０）硬化ヒマシ油（日本ケミカルズ（株））、ポリオキシエチレン（４０）硬化ヒマシ油
（日本ケミカルズ（株））、ポリオキシエチレン（３）ステアリルエーテル（日本エマル
ジョン（株））、ポリオキシエチレン（５）ステアリルエーテル（日本エマルジョン（株
））、ラウリン酸デカグリセリル（太陽化学（株））、ラウリル硫酸ナトリウム（東邦化
学工業（株））を用いた。他成分については、いずれも医薬部外品原料規格の規格品を用
いた。
【００５３】
（２）ベルベリン残存率の測定及び評価法
　歯磨剤組成物に内標準溶液（キノリンエローＳＳのメタノール溶液）及び移動相を加え
、均一に分散した後、液体クロマトグラフ用フィルター（０．４５μｍ）を用いて濾過し
、試料溶液とした。必要に応じて均一分散後に遠心分離してもかまわない。別に標準の塩
化ベルベリンをメタノールに溶かした後、組成物のベルベリン濃度に合わせて移動相で希
釈し、その後、内標準溶液を正確に加えて標準溶液とした。試料溶液及び標準溶液２０μ
Ｌにつき、次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い、ＱＴ（内標準物質のピー
ク面積に対する試料溶液のベルベリンのピーク面積の比）及びＱＳ（内標準物質のピーク
面積に対する標準溶液のベルベリンのピーク面積の比）を求め、下記式によりベルベリン
含量を求め、ベルベリン残存率を算出した。
【００５４】
ベルベリン含量（ｐｐｍ）＝ＷＳ×（１００－Ｄ）×（３５３．３７／３７１．８１）×
（ＱＴ／ＱＳ）×（Ｋ／ＷＴ）
ＷＳ：標準塩化ベルベリンの量（ｇ）
ＷＴ：試料の量（ｇ）
Ｄ：標準塩化ベルベリンの水分（％）
Ｋ：定数（希釈濃度等により設定）
３５３．３７：ベルベリンの分子量
３７１．８１：塩化ベルベリンの分子量
【００５５】
内標準物質　キノリンエローＳＳのメタノール溶液
操作条件
　検出器：紫外吸光光度計（測定波長：３４５ｎｍ）
　カラム：ＯＤＳカラム
　カラム温度：室温
　移動相：水／アセトニトリル／メタノール＝２／２／１（ラウリル硫酸ナトリウム及び
酒石酸を適量添加）
　流量：ベルベリンの保持時間が約２０分となるように調整
ベルベリン残存率（％）＝〔（４０℃、６ヶ月保存後のチューブ口元のベルベリン含量）
／（初期のベルベリン含量）〕×１００
【００５６】
　ベルベリン残存率を下記基準で評価した。
評価基準
　◎：９５％以上
　○：９０％以上９５％未満



(10) JP 5381685 B2 2014.1.8

10

20

30

40

50

　△：８５％以上９０％未満
　×：８５％未満
【００５７】
（３）収斂効果の評価方法
　歯磨剤組成物を調製し、被験者１０名を用いてサンプルの歯磨剤組成物約１ｇを市販品
歯ブラシにのせて３分間ブラッシングを行い、使用後の収斂効果を「非常に感じる」、「
感じる」、「やや感じる」、「全く感じない」の４段階で回答を得た。この回答のうち、
「非常に感じる」を４点、「感じる」を３点、「やや感じる」を２点、「全く感じない」
を１点として、１０名の平均点から以下の基準で使用中の泡立ちを評価した。
　◎：平均点３．５点以上４．０点以下
　○：平均点３．０点以上３．５点未満
　△：平均点２．０点以上３．０点未満
　×：平均点１．０点以上２．０点未満
【００５８】
（４）味（塩味緩和）の評価方法
　歯磨剤組成物を調製し、被験者１０名を用いてサンプルの歯磨剤組成物約１ｇを市販品
歯ブラシにのせて３分間ブラッシングを行い、使用中の塩味感を、「全く感じない」、「
ほとんど感じない」、「やや感じる」、「非常に感じる」の４段階で回答を得た。この回
答のうち、「全く感じない」を４点、「ほとんど感じない」を３点、「やや感じる」を２
点、「非常に感じる」を１点として、１０名の平均点から以下の基準で使用中の塩味感を
評価した。
　◎：平均点３．５点以上４．０点以下
　○：平均点３．０点以上３．５点未満
　△：平均点２．０点以上３．０点未満
　×：平均点１．０点以上２．０点未満
【００５９】
（５）味（異味緩和）の評価方法
　歯磨剤組成物を調製し、被験者１０名を用いてサンプルの歯磨剤組成物約１ｇを市販品
歯ブラシにのせて３分間ブラッシングを行い、使用中の異味感を、「全く感じない」、「
ほとんど感じない」、「やや感じる」、「非常に感じる」の４段階で回答を得た。この回
答のうち、「全く感じない」を４点、「ほとんど感じない」を３点、「やや感じる」を２
点、「非常に感じる」を１点として、１０名の平均点から以下の基準で使用中の異味感を
評価した。
　◎：平均点３．５点以上４．０点以下
　○：平均点３．０点以上３．５点未満
　△：平均点２．０点以上３．０点未満
　×：平均点１．０点以上２．０点未満
【００６０】
（６）歯磨使用中の刺激のなさの評価方法
　歯磨剤組成物を調製し、被験者１０名を用いてサンプルの歯磨剤組成物約１ｇを市販品
歯ブラシにのせて３分間ブラッシングを行い、使用中の刺激を、「全く感じない」、「ほ
とんど感じない」、「やや感じる」、「非常に感じる」の４段階で回答を得た。この回答
のうち、「全く感じない」を４点、「ほとんど感じない」を３点、「やや感じる」を２点
、「非常に感じる」を１点として、１０名の平均点から以下の基準で使用中の刺激を評価
した。
　◎：平均点３．５点以上４．０点以下
　○：平均点３．０点以上３．５点未満
　△：平均点２．０点以上３．０点未満
　×：平均点１．０点以上２．０点未満
【００６１】
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（７）口腔内泡保持性の評価方法
　歯磨剤組成物を調製し、被験者１０名を用いてサンプルの歯磨剤組成物約１ｇを市販品
歯ブラシにのせて３分間ブラッシングを行い、口腔内での泡保持性を、「全く口から垂れ
ない」、「ほとんど口から垂れない」、「やや口から垂れる」、「口から垂れる」の４段
階で回答を得た。この回答のうち、「全く口から垂れない」を４点、「ほとんど口から垂
れない」を３点、「やや口から垂れる」を２点、「口から垂れる」を１点として、１０名
の平均点から以下の基準で使用中の泡立ちを評価した。
　◎：平均点３．５点以上４．０点以下
　○：平均点３．０点以上３．５点未満
　△：平均点２．０点以上３．０点未満
　×：平均点１．０点以上２．０点未満
【００６２】
（８）使用中の泡立ちの評価方法
　歯磨剤組成物を調製し、被験者１０名を用いてサンプルの歯磨剤組成物約１ｇを市販品
歯ブラシにのせて３分間ブラッシングを行い、使用中の泡立ちを、「非常に感じる」、「
感じる」、「やや感じる」、「全く感じない」の４段階で回答を得た。この回答のうち、
「非常に感じる」を４点、「感じる」を３点、「やや感じる」を２点、「全く感じない」
を１点として、１０名の平均点から以下の基準で使用中の泡立ちを評価した。
　◎：平均点３．５点以上４．０点以下
　○：平均点３．０点以上３．５点未満
　△：平均点２．０点以上３．０点未満
　×：平均点１．０点以上２．０点未満
【００６３】



(12) JP 5381685 B2 2014.1.8

10

20

30

40

【表１】

注：表中の植物抽出物の配合量において、（　）内の数値は各エキス量である（以下、同
　　様。）。また、（Ａ）成分の配合量において、（　）内の数値は固形分換算値である
　　（以下、同様。）。
【００６４】
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【表２】

【００６５】



(14) JP 5381685 B2 2014.1.8

10

20

30

【表３】

【００６６】
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【表４】

【００６７】
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【表５】

【００６８】
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【表６】

【００６９】
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